
第
百
八
十
七
号
議
案

群
馬
県
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

群
馬
県
の
生
活
環
境
を
保
全
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第

目
次
中
「
第
一
節

特
定
排
出
水
の
排
出
の
規
制
等
（
第
三
十
一
条
―
第
四
十
八
条
）
」
を

第

一
節

特
定
排
出
水
の
排
出
の
規
制
等
（
第
三
十
一
条
―
第
四
十
六
条
）

一
節
の
二

利
水
障
害
等
の
原
因
と
な
る
化
学
物
質
の
適
正
な
管
理
等
（
第
四
十
七
条
―
第
四
十
八

に
改
め
る
。

条
の
四
）
」

第
四
十
七
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。

第
一
節
の
二

利
水
障
害
等
の
原
因
と
な
る
化
学
物
質
の
適
正
な
管
理
等

第
四
十
七
条
及
び
第
四
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
特
定
指
定
物
質
の
適
正
な
管
理
に
関
す
る
指
針
）

第
四
十
七
条

県
は
、
公
共
用
水
域
に
多
量
に
排
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
人
の
健
康
又
は
生
活
環
境

に
係
る
被
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
利
水
障
害
（
水
道
水
（
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律

第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
水
道
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
を
い
う
。
）
の
供
給

又
は
水
道
原
水
（
水
道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第

八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
水
道
原
水
を
い
う
。
）
の
取
水
に
障
害
を
き
た
す
こ
と
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
等
の
原
因
と
な
る
化
学
物
質
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
指

定
物
質
」
と
い
う
。
）
の
環
境
へ
の
排
出
の
削
減
に
資
す
る
た
め
、
特
定
指
定
物
質
を
取
り
扱
う

工
場
又
は
事
業
場
に
お
け
る
特
定
指
定
物
質
の
適
正
な
管
理
に
関
す
る
指
針
を
策
定
し
、
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
指
定
物
質
の
適
正
管
理
計
画
及
び
取
扱
量
の
届
出
）

第
四
十
八
条

特
定
指
定
物
質
を
取
り
扱
う
工
場
又
は
事
業
場
の
設
置
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の

（
以
下
「
特
定
指
定
物
質
取
扱
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
の
指
針
に
則
し
て
、
特
定
指
定

物
質
の
適
正
な
管
理
を
図
る
た
め
の
計
画
を
作
成
し
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲



げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
に
当
該
計
画
を
添
え
て
、
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

三

取
り
扱
う
特
定
指
定
物
質
の
名
称

四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

２

特
定
指
定
物
質
取
扱
事
業
者
は
、
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
そ
の
事
業
活
動
に
伴
う
特
定

指
定
物
質
の
取
扱
量
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

特
定
指
定
物
質
取
扱
事
業
者
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
把
握

し
た
取
扱
量
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
特
定
指
定
物
質
取
扱
事
業
者
は
、
そ
の
届
出
に
係
る
特
定

指
定
物
質
の
適
正
な
管
理
を
図
る
た
め
の
計
画
若
し
く
は
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し

た
と
き
、
又
は
そ
の
届
出
に
係
る
特
定
指
定
物
質
の
取
扱
い
を
廃
止
し
、
そ
の
他
特
定
指
定
物
質

取
扱
事
業
者
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
知
事

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章
第
一
節
の
二
中
第
四
十
八
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
特
定
指
定
物
質
取
扱
事
業
者
の
責
務
）

第
四
十
八
条
の
二

特
定
指
定
物
質
取
扱
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
活
動
に
お
い
て
特
定
指
定
物
質
を

適
正
に
管
理
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）

第
四
十
八
条
の
三

県
は
、
特
定
指
定
物
質
取
扱
事
業
者
が
実
施
す
る
特
定
指
定
物
質
の
適
正
な
管

理
に
関
す
る
取
組
の
支
援
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
普
及
啓
発
）

第
四
十
八
条
の
四

県
は
、
利
水
障
害
等
の
原
因
と
な
る
化
学
物
質
の
性
状
及
び
管
理
の
方
法
並
び

に
環
境
へ
の
排
出
の
削
減
に
つ
い
て
県
民
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
、
普
及
及
び
啓
発
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

第
五
十
八
条
中
「
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
」
を
削
る
。

第
百
二
十
四
条
中
「
第
四
十
五
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
四
十
七
条
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
八
条
中
「
資
料
の
」
を
「
調
査
へ
の
協
力
、
資
料
の
」
に
改
め
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

知
事
は
、
改
正
後
の
第
四
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
規
則
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の

条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
群
馬
県
環
境
審
議
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
六
日
提
出

群
馬
県
知
事

大

澤

正

明

「
注
」

利
水
障
害
等
の
原
因
と
な
る
化
学
物
質
の
適
正
管
理
等
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。


